
●植物や微生物のパワーを利用した環境浄化技術の開発と利用などについてのご相談がありましたら、山梨大学
　産学官連携・研究推進機構（TEL：055-220-8755，FAX：055-220-8757）までお気軽にご連絡下さい。

■環境汚染の浄化手法について研究されていると
　いうことですが。
　環境問題は、最近の世界的な潮流であり、様々な

分野で多方面からの視点での取り組みが行われて

います。その中でも汚染・汚濁物質の浄化について

研究しています。現在使用されている化学物質は

数万種に及ぶといわれ、人間の活動が複雑化・高度

化するに伴い、様々な物質を自然環境に放出して

います。自然の自浄作用がこれに対応しきれなく

なると環境汚染が生じます。

　私は、工学部で学んだ経験を生かし、生産能力を

持った植物を利用した水質浄化手法に対する工学

的な定義付けおよび制御手法の開発を試みています。

　水や土壌の浄化とは、汚染・汚濁物質の分解や濃

縮を図ることです。生態系における生産者である

植物は光合成を行うことにより二酸化炭素をはじ

め無機物からの有機物の合成、また金属や栄養塩

類などの吸収蓄積を行い、他の生物の多くはこの

有機物を直接あるいは間接的に摂取しています。

一方、微生物は環境中の有機物を二酸化炭素に分

解したり、有害物質を無毒化したりする役割を担

っています。また植物の根の部分には植物と共生

する数多くの微生物がおり、これも浄化作用の機

能として働くことが明らかになっています。

　植物の合成・吸収と微生物の分解相互作用に着

目し、植物・微生物共生の持つ浄化ポテンシャルを

工学的に引き出すことが目的です。

■具体的な研究内容は？
　植物の浄化作用はこれまでもいろいろな用途に

利用されてきましたが、植物種の選定や植栽量な

どで経験にたよる側面が大きく、安定した浄化能

力の発揮に課題が多く残される一方、これを強化

するための研究はほとんど行われていない現状が

あります。そのような点を改善すべく、汚濁物質の

吸収、分解、バイオマスの生産の能力を併せ持つ低

コスト・低エネルギーの植物－微生物共生のシス

テムへの工学的アプローチに取り組んでいます。

　研究のコンセプトは、まず、どのような植物を、

どれくらいのエリアに（密度調整）、どれくらいの

期間で、どのような環境データ下（気候・土壌条件）

で植えるかというモニタリングとデータベースの

蓄積、及びモデル手法、植栽管理技術の確立が挙げ

られます。それとともに、根に生息する微生物の浄

化作用において植物との微生物の相性やバイオテ

クノロジーを利用した強化、制御による高効率化

を図ります。気を付けなければならないのが汚染

物質を吸収した植物は、回収などの維持管理をし

ないと汚染物質がその場に残留し、浄化が達成し

ないという点です。

　そのほかの研究として、汚染物質に対する植物・

微生物の反応をみるセンサー機能の研究や水面で

の水生植物を使ったバイオエタノールの生産の研究、

植物による重金属の回収などへ取り組む予定です。

　このような我々の研究成果は、汚染土壌の浄化（タ

イ）や湖の浄化（中国）など世界中で利用されよう

としています。

■今後の環境保全に向けた当該研究の実用化につ
　いて
　植物-微生物の共生システムは、太陽光をエネル

ギー源に浄化と生産を行っているため、環境分野

で求められる低コスト・低エネルギー消費という

課題をクリアできます。

　自然環境は「植物による有機物の生産」と「微生

物による有機物の分解」において物質循環が成り

立つことで保たれています。したがって、このよう

な植物－微生物共生のシステムにおける植生系の

仕組みを解明すると共に、植物と微生物の機能を

工学的に制御し、さらに、バイオテクノロジーを活

用して植物や微生物の潜在能力を最大限に引き出

すことで、環境保全による持続的な社会システム

の構築に大きく寄与できると考えています。

1．『70歳まで働ける企業』のメリットと必要性
　2005年の国勢調査によると、我が国の高齢化率（全人口に占める65歳以上の人口の割合）は20％

を超え、世界の主要国で最高水準となっています。

今後もこの高齢化の流れは大きく変わらないと思

われ、2050年の高齢化率は40％近くに達すると見

られています。こうした中、団塊世代の大量退職や

少子化による労働力人口の減少が見込まれ、社会
の支え手を確保していくことが必要となっています。
　今後は、高齢者が65歳以降も働けるようにする

ための働き方の見直しや企業の対応のあり方が重
要な課題となっています。

2．『70歳まで働ける企業』とは？
　「70歳まで働ける企業」とは、「70歳以上の定年の定め」、「定年の定めの廃止」、「70歳以上までの継
続雇用制度」など、70歳以上まで雇用する制度を導入している企業のほか、企業の実情に応じて何ら
かの仕組みで70歳以上まで働くことができる企業をいいます。

3．中央会の取り組み
　こうした中、本会では山梨労働局委託「70歳まで働ける企業」創出事業に取り組んでいます。本事

業は、65歳継続雇用制度等の推進と70歳まで働ける企業の創出に向けて、本事業への参加企業に対し、

　①社会保険労務士による高齢者雇用等に関する無料出張相談

　②高齢者雇用に関するセミナー
を行っています。今後も、多くの企業が「70歳まで働ける企業』となれるよう、支援をしていきます。

4．高齢者雇用に関する奨励金のご案内
　中小企業者の高齢者雇用を支援するため、事業主に対して高齢者雇用に関する奨励金があります。

●定年引上げ等奨励金制度
　①中小企業定年引上げ等奨励金
　高年齢者雇用確保措置のうち、「65歳以上への定年引上げ」、「定年の定めの廃止」、「希望者全員

を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入」、を実施した事業主に支給されます。

　②70歳定年引上げ等モデル企業助成金
　70歳以上まで働くことができる新たな職域の開発等に関する計画の認定を受け、波及効果の

あるモデル的な取り組みを実施した事業主に支給されます。

　③中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金
　傘下の中小企業事業主に対する高年齢者雇用確保措置の導入その他必要な雇用環境の整備に

係る相談・指導等を実施した事業主団体に支給されます。

 ※奨励金制度の詳しくは…（社）山梨県雇用促進協会（Tel.055-222-2112）まで

　お問い合わせ先
「70歳まで働ける企業」創出事業
事務局：山梨県中小企業団体中央会　労働課　Tel.055-237-3215
ホームページ：http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/4_news/temp/70age/index.html

　このコーナーは、「地元大学と中小企業の橋渡しのきっかけ」にと、山梨大学の先
生と研究を紹介するために企画されたものです。
　紹介にあたっては、中央会の職員が大学の研究室におじゃまし、できるだけ分か
り易い言葉で記事を書くようにしています。そのため、研究内容が正確に伝わらな
い場合がありますが、ご容赦下さい。
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